
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 当研究所は、損害保険研究費助成制度の新規受給希望者を９月７日（月）まで以下のとおり募集

しております。 

本制度は若手および中堅の研究者を主な対象としておりますが、本年度から新たな選考枠を設け

て、教授についても就任年数やテーマの制限なくご応募いただけることになりました。 

多数の皆様のご応募をお待ちしております。 

 

【本助成制度の目的】 

 損害保険・リスクマネジメントおよびその関連分野における研究を支援するとともに、損害保

険事業の健全な発展に資することを目的として、主として若手および中堅の研究者に対し、その

研究に必要な費用を助成します。 

 

【助成制度の内容】 
 ・助成期間 ： １年間（応募年の11月1日から翌年10月31日まで） 
 ・助成金額 ： 50万円（上限） 
  

 

【募集内容】 

＜対象者＞ 

国内の大学等において、損害保険・リスクマネジメントまたはその関連分野の研究に従事

する次の方（①、②、③を別枠で選考します。） 

① 大学院生（博士課程） 

（日本国内の大学または研究機関等で将来にわたり活動することを志望している方） 

② 助教、専任講師、准教授等の研究者 

③ 教授 

 

他の研究者との共同研究の場合は、共同研究者の氏名等を申請書に明記してください。 
（注）代表者の該当枠にかかわらず、①該当者と②該当者の共同研究は②の枠で、①該当者と③該当者の共

同研究は③の枠で、②該当者と③該当者の共同研究は③の枠で、それぞれ選考します。 

 

＜テーマ（研究課題）＞ 

     損害保険・リスクマネジメントまたはその関連分野の中から、自由に設定できます。 

たとえば、商学・経営学、経済学、法学、社会学、数学・統計学、安全工学・防災工学を

含む様々な学問分野による損害保険・リスクマネジメントに関わる研究を対象とします。 

なお、業際分野の研究テーマは、保険制度もしくは保険経営等に関する示唆または保険へ

の応用等に関する考察を含むものに限ります。 

 

研究テーマとしては、たとえば以下のようなものが考えられますが、損害保険・リスクマ
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ネジメントまたはその関連分野に関する研究であれば、これらに限定されるものではありま

せん。 

 

  （法学系テーマ） 
①：保険監督、保険契約、保険消費者保護に関する法のあり方 

      わが国において検討が必要な事項、進むべき方向性の明示等 

    ＊海外の制度との対比において、法のあり方を分析する論考など 

②：新技術の進展に伴う新たな法律問題 

      自動運転の実用化、社会基盤へのＡＩ導入等 

＊実用化に向けて急速に進歩する新しい技術に関し、法律上の論点整理や、責任保険制度の

方向性についての提言など 

 

（経済・商学系テーマ） 
①：保険会社の経営問題 

インシュアテックやＡＩ等の発展が損害保険事業に与える影響、ＥＲＭ経営の浸透のための

課題、保険業の国際展開に伴う課題、家計や企業の防災・減災努力への支援のあり方など 

②：保険研究・教育の振興 

諸外国での保険研究・教育の現状とわが国への含意（保険資格制度などを含む）、学界と業

界の連携による保険研究・教育の展開、学校や職場等における保険教育の振興など 

 

 ＜助成金の使途＞ 

損害保険・リスクマネジメントまたはその関連分野の研究のために必要な費用 

ただし、生活費や所属機関の間接経費および一般管理費、共同研究者の人件費、講演会

等の開催費等は、対象外です。 

 

 ＜付帯条件＞ 

① 助成金の使途および研究の進捗状況等を当研究所所定の書式により指定期日までに報告

すること。 

② 助成期間終了後１年以内に、本助成制度の成果を当研究所の機関誌「損害保険研究」に

論文として投稿すること。成果論文は、助成申請時の研究計画による内容であって、他

誌に未投稿、未発表であること。論文の巻末には、本助成の成果である旨を記載するこ

と。 

③ 助成期間中は、当研究所の機関誌「損害保険研究」を定期購読すること。 

④ 研究計画または研究内容（共同研究者を含む）を変更する場合は、事前に事務局に連絡

し、選考委員会の承認を得ること。 

⑤ 次に該当する場合は、助成金を返還していただきます。 

a．研究成果が『損害保険研究』の掲載水準に達しないレベルであるとき。 

b．助成金受給に相応しくない行為があると選考委員会が認めたとき。 

 

【応募方法】 

 当研究所Webサイトより「助成金受給申請書」の専用書式ファイルをダウンロードし、必要

事項をご記入のうえ、後掲の応募書類送付先アドレスにメール添付で送信してください。 

大学院生の場合は、指導教授の推薦状も必要です。 

 抜刷り等の資料がある場合は、別途郵送してください。 

 

【応募期間】 

６月１日（月）～９月７日（月） 

 

【結果発表】 

・提出書類を選考委員会が審査して、受給者を決定します。 

・審査結果は、10月中旬までに応募者へ連絡します。 

・受給者の氏名、所属（大学名、学部・学科名、職位）および研究テーマは、当研究所のWeb

サイト等で公表しますので予めご了承ください。 



 

【日本保険学会への入会】 

 入会をご希望の方は「助成金受給申請書」の所定の欄にその旨をご記入ください。 

日本保険学会に推薦いたします。 

 

【お問い合わせ先・応募書類送付先】 

公益財団法人 損害保険事業総合研究所 学術振興担当  

   〒101-8335 千代田区神田淡路町2-9（損保会館） 

   TEL：03（3255）5513  FAX：03（3255）5537   

e-mail： sonpo-kenkyu@sonposoken.or.jp 

    
〔備考〕過去の受給者（所属は受給決定当時のものです） 
 

2019年度の助成受給決定者と研究テーマ 
（法学系） 

顧 丹丹氏（首都大学東京法学部准教授） 

「日米における個人所得補償保険制度の現状と課題」 

牧 真理子氏（大分大学経済学部准教授） 

「Ｄ＆Ｏ保険と経営判断原則についての比較法的研究」 

陳 亮氏（明治大学法学部専任講師） 

「損害保険における保険事故招致」 

木村 健登氏（神戸大学大学院法学研究科博士課程後期課程） 

 「Ｄ＆Ｏ保険にかかる情報開示とカナダ法の現状」 

 

（経済・商学系） 
大倉 真人氏（同志社女子大学現代社会学部社会システム学科教授） 

「自然災害リスクマネジメントに関する経済学的考察」 

広瀬 純夫氏（信州大学経法学部応用経済学科教授） 

 「法遵守の傾向の地域差と、損害保険の収益性の関係の実証分析による検証」 

浅井 義裕氏（明治大学商学部准教授） 

「消費者の保険知識の水準と決定要因」 

大角 道子氏（長崎大学経済学部准教授） 

「人々の認識する損害確率とその損害保険需要に与える影響」 

吉川 晃史氏（関西学院大学商学部准教授） 

「ＢＣＰの進展と損害保険の活用に関する研究」 
 
2018年度以前の助成受給決定者と研究テーマ 

当研究所Webサイトの「学術振興」欄をご覧ください。 

https://www.sonposoken.or.jp/research 
 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

 公益財団法人 損害保険事業総合研究所 

 「損害保険研究」編集室 

 sonpo-kenkyu@sonposoken.or.jp 


